
第１章 計画の策定にあたって





第１節 計画策定の背景

本市においては、健康福祉施策の推進に関する総合計画である「三鷹市健康

福祉総合計画 （第２次改定）」を策定し、その計画を構成する六つの個別

計画の一つとして、「障害者基本法（昭和 年法律第 号）」に基づく「障が

い者計画」を位置づけ、計画的な施策の推進を図ってきました。また、「障が

い者計画」との整合を図りながら、「障がい福祉計画（第１期～第６期）」「障

がい児福祉計画（第１期～第２期）」を策定し、障害福祉サービスや相談支援、

地域生活支援事業、障害児通所支援等の提供体制の確保に努めてきました。

これら三つの計画では、「だれもが住み慣れた地域で生涯にわたり安心して

暮らしていけるまち」「だれもが地域社会の中で個性を生かしつつ、社会の構

成員として自立して生活できるまち」「だれもが障がいの有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し支え合いながら共生できるまち」

の三つのビジョンを掲げ、本市における障がいのある人やその家族等を支える

施策の総合的な推進を図っています。

障がい者施策をめぐっては、「障害者基本法」の改正や「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 年法律第 号。以下「障

害者虐待防止法」という。）の施行、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」（平成 年法律第 号。以下「障害者差別解消法」という。）等

の法整備が行われており、障がいのある人の生活環境の改善が図られています。

また、国が策定した「障害者基本計画（第４次）」以降、障がいのある人の自

己決定や社会参加が重視されており、本市においても、引き続き法制度や社会

情勢の変化に対応しながら、障がいのある人が暮らしやすいまちづくりを進め

ていく必要があります。

この度、「第二期三鷹市障がい者（児）計画」（以下「第二期計画」という。）

が令和５年度末をもってその期間を満了することから、本市の障がいのある人

を取り巻く現況を踏まえるとともに、障がい福祉制度における変更や「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成 年法律第

号。以下「障害者総合支援法」という。）及び「障害者基本法」に対応した新

たな「第三期三鷹市障がい者（児）計画」（以下「本計画」という。）を策定

します。今後も、本計画に基づき、障がいのある人等の人権が尊重され、住み

慣れた地域で、生涯にわたり安心して暮らしていける「共生社会の実現」を目

指します。



第２節 計画の位置づけ

（１）計画の法的位置づけ

本計画は「障害者基本法」の規定に基づき、障がい者関係団体、 法人等民

間団体、事業者団体、地方公共団体等との連携・協力を得て作成する障がいの

ある人のための施策に関する基本的な計画（＝市町村障害者計画）です。

「障がい者計画」は本市の障がい者施策の基本計画としての機能を有します。

関連する「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」は「障がい者計画」に

記載される生活支援における障害福祉サービス、障害児通所支援等に関する

“３年間の実施計画”として位置づけられるものです。

図表 市町村が策定する障がいのある人のための各計画の性格

障がい者計画

○ 「障害者基本法」（第 条第３項）に基づく、障がいのある人のための施策に関す

る基本的な事項を定める基本計画

多分野にわたる計画（広報啓発、相談・情報提供、保健・医療・福祉サービ

ス、教育、雇用・就業、スポーツ・レクリエーション・文化活動、バリアフ

リー・福祉のまちづくり、防犯・防災対策 など）

障がい福祉計画

○ 「障害者総合支援法」（第 条）に基づく、障害福祉サービスの提供体制の確保

に関する実施計画

障がい児福祉計画

○ 「児童福祉法」（第 条の ）に基づく、障害児通所支援等の提供体制の確

保に関する実施計画

各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要量の見込み

及び確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項等を定める計画

各年度における指定通所支援・指定障害児相談支援の種類ごとの必要量

の見込み及び確保の方策等を定める計画



図表 障害者基本法（抜粋）

（障害者基本計画等）

第 条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的か

つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下

「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における

障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関す

る基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければな

らない。

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者の

ための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策

定しなければならない。

表記について

本文中の年次表記及び年度表記については、すべて和暦で統一しています。

ただし、一部の表記については、社会事象の名称として公的に使用されるもの

があるため、その限りではありません。また、「障害」の表記については、三

鷹市総合計画における表記等を考慮して「障がい」としています。ただし、法

律の名称や障害者手帳の名称等で「障害」の表記が適切なものは表記を統一し

ていません。



（２）三鷹市における位置づけ

本計画は、三鷹市の障がいのある人に関する施策全般についての考え方及び

施策の方向性を示すものです。その中で、「障害者総合支援法」第 条に規定

する「障がい福祉計画」及び「児童福祉法」（昭和 年法律第 号）第 条の

に規定する「障がい児福祉計画」を包含する内容として総合的に策定するも

のです。

また、三鷹市の計画体系において、本計画は、「三鷹市基本構想」及び「三

鷹市基本計画」を上位計画とする「三鷹市健康福祉総合計画」の障がい者部門

の個別計画に位置づけられるものです。

図表 三鷹市における本計画の位置づけ（令和６年３月末現在）

三鷹市基本構想

第４次三鷹市基本計画

（第２次改定）

健康福祉総合計画

（第２次改定）

第三期三鷹市

障がい者（児）計画

高福祉のまちづくり
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第３節 計画の期間

「障がい者計画」の期間は、令和６年度に策定予定の「第５次三鷹市基本計

画」と計画期間を合わせ、令和６年度から令和９年度までの４年間とします。

「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の期間は、「障害福祉サービス等及び

障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 年厚

生労働省告示第 号。最終改正：令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１

号。以下「国の基本指針」という。）に基づき、令和６年度から令和８年度ま

での３年間と定めます。

いずれの計画においても、必要に応じて随時見直しを行うこととします。

第４節 計画の策定体制と方法

本計画の策定にあたっては、現状を把握するため、障がいのある人を対象と

した実態調査を実施するとともに、障がいのある人をはじめとした市民、事業

者、関係団体等幅広い分野の委員による三鷹市障がい者地域自立支援協議会に

おいて協議・検討を行いました。また、検討の過程でパブリックコメントを実

施し、広く市民の意見を反映して策定しています。

（１）三鷹市障がい者地域自立支援協議会による検討

本市では、地域における障がいのある人への支援体制に関する課題について

情報を共有し、関係機関の連携強化と課題解決に向けた協議を行うことを目的

として、三鷹市障がい者地域自立支援協議会を設置しています。本計画の策定

にあたっても、生活課題や計画の内容に関し協議するとともに、その提言を計

画に反映させています。

（２）実態調査の実施

市民の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向等を把握するため、

障害者手帳所持者及び受給者証所持者、医療費助成受給者等を対象とする「三

鷹市障がい者等の生活と福祉実態調査」（以下「実態調査」という。）を実施

しました。



（３）パブリックコメントの実施

計画に対する市民の意見を把握するため、パブリックコメントを実施しまし

た。

図表 本計画の策定までの流れ

当事者や支援者の意見の把握

⚫ 実態調査の実施
⚫ 関係団体ヒアリングの実施

市の取組状況の整理

⚫ 施策・事業の取組状況の整理

幅広い分野の委員による検討

三鷹市障がい者地域自立支援協議会

市民意見の把握・反映

パブリックコメント

計画策定

第三期三鷹市障がい者（児）計画



第５節 障がい者施策を取り巻く法制度・社会情勢の変化

我が国においては、「障害者権利条約」の批准（平成 年１月）に先立って、

「障害者基本法」の改正（平成 年８月）、「障害者総合支援法」の成立（平

成 年６月）、「障害者差別解消法」の成立及び「障害者の雇用の促進等に関

する法律」（昭和 年法律第 号。以下「障害者雇用促進法」という。）の改

正（平成 年６月）等、様々な法制度等の整備が行われてきました。

こうした制度の変更や社会情勢の変化に対応しつつ、本市に居住する障がい

のある人が住み慣れた地域で生きがいを持って自分らしい生活を送ることがで

きるよう、関係団体や事業者等との連携を図っていく必要があります。

（１）「障害者権利条約」の批准

「障害者権利条約」は、障がいのある人の人権や基本的自由の享有を確保し、

その固有の尊厳の尊重を促進するため、障がいのある人の権利の実現のための

措置等を規定し、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会

保障、余暇活動へのアクセス等、様々な分野における取組を締約国に対して求

めるものです。

我が国は平成 年１月にこの条約を批准し、これに先立って様々な法制度の

整備・改正が進められており、障がい者施策の充実を国全体で図っています。

（２）障害者基本計画（第５次）の策定

国は、「障害者施策は全ての国民が障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが重

要」との考えのもと、「障害者基本法」に基づいて「障害者基本計画」を策定

しています。

令和５年３月に策定された「障害者基本計画（第５次）」（令和５年度～令

和９年度）では、地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調の３点を

基本原則と定め、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止等 の分野にお

ける施策の推進を図っていくこととしています。

この計画の中では、「実現を目指すべき社会」として次の４点が掲げられて

います。



図表 基本計画を通じて実現を目指すべき社会

⚫ 「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはな

い」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会

⚫ 「誰一人取り残さない」という （持続可能な開発目標：

）の理念とも軌を一にした、障害の有無にかかわら

ず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会

⚫ デジタルの活用により、国民一人一人の特性やニーズ、希望に即した

サービスを選ぶことができ、障害の有無にかかわらず多様な幸せが実現

できる社会

⚫ 障害者施策が国民の安全・安心や社会経済の進歩につながるしなやかで

豊かな社会

資料：内閣府「障害者基本計画（第５次）」

（３）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正

「障害者差別解消法」は、すべての

国民が、障がいの有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現に向け、障がいを理由とす

る差別の解消を推進することを目的

として、平成 年６月に制定されま

した。

この法律では、国・地方自治体等に

おける障がいを理由とする差別的取

扱いの禁止や、合理的配慮の不提供

の禁止、差別解消に向けた取組に関

する要領を定めること等が規定され

ています。令和３年５月の改正によ

り、障がいのある人に対する合理的

配慮の提供が、民間事業者において

も令和６年４月から義務化されるこ

ととなりました。

出典：内閣府ホームページ「合理的配慮の提供」

（

）



（４）「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に

関する法律」の制定

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関す

る法律」（令和４年法律第 号。以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュ

ニケーション施策推進法」という。）は、障がいのある人があらゆる分野の活

動に参加するために、必要な情報を十分に入手・利用したり、コミュニケーショ

ンを図ったりすることができる環境を整備するための法律で、令和４年５月に

制定されました。国の「障害者基本計画」の策定や変更にあたっては、この法

律の規定の趣旨を踏まえることとなっています。

（５）「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」（平成 年法律第 号。

以下「バリアフリー法」という。）は、高

齢者や障がいのある人等を含むすべての

人が、移動や施設の利用において安全性や

利便性を確保できるようにすることを目

的とするものです。

令和２年５月に「バリアフリー法」が改

正され、建築物移動等円滑化基準適合義務

の対象となる特別特定建築物に「公立小中

学校」が追加されました。文部科学省では、

バリアフリートイレやスロープ、エレベー

ターの整備について整備目標を定めてお

り、市内の学校施設についても、必要な改

修・整備を行っていくことになります。

また、「地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進」として、市

町村が作成するマスタープランや基本構想に基づいて、地域における重点的か

つ一体的なバリアフリー化を推進することとなっています。基本構想には、ハー

ド整備に関する各特定事業及び「心のバリアフリー」に関する教育啓発特定事

業を位置づけることが可能です。

出典：文部科学省「行政説明資料『学校

施設のバリアフリー化について』」



（６）「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の成立

令和３年６月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する

法律」（令和３年法律第 号。以下「医療的ケア児支援法」という。）は、医

療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加し、医療的ケア児の心身の状況等に応

じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となったことを受け、

医療的ケアを必要とする児童の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職

を防ぎ、安心して子どもを産み育てる社会の構築を目指すものです。

この法律では、地方公共団体による措置として、医療的ケア児が在籍する保

育所、学校等に対する支援、医療的ケア児及び家族の日常生活における支援、

相談体制の整備等が定められています。

出典：厚生労働省ホームページ「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」

（ ）



（７）「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部改正

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（昭和 年法律第 号。以下

「精神保健福祉法」という。）は、精神障がいのある人の福祉の増進と国民の

こころの健康の増進を図ることを目的としています。

精神障がいのある人の希望やニーズに応じた支援体制の整備を推進するため、

令和４年 月に改正が行われ、医療保護入院の見直し、入院者訪問支援事業の

創設、医療機関における虐待防止の措置の義務化、虐待を発見した者（業務従

事者）から都道府県等への通報の義務化等が定められています。

（８）「障害者の雇用の促進等に関する法律」等の改正

「障害者雇用促進法」は、昭和 年７月に成立した法律で、障がいのある人

の雇用の安定を図るものです。令和５年３月に「障害者の雇用の促進等に関す

る法律施行令」（昭和 年政令第 号）が改正され、民間企業における障がい

のある人の法定雇用率が令和６年４月から段階的に引き上げられることになり

ました（令和６年４月～： ％、令和８年７月～： ％）。また、「障害者

雇用促進法」が改正によって令和６年４月から、特に短い労働時間で働く重度

身体障がい、重度知的障がい及び精神障がいのある人を雇用率に算入できるこ

と等が定められています。

出典：厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」

（ ）



（９）「児童福祉法」等の改正

子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏

まえ、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が

図られた児童福祉施策を推進するため、要保護児童等への包括的かつ計画的な

支援の実施の市町村業務への追加、市町村における児童福祉及び母子保健に関

し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置の努力義務化、子ども家庭福

祉分野の認定資格創設、市区町村における子育て家庭への支援の充実等を内容

とする「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第 号）が令和

４年６月８日に成立しました（施行期日：令和６年４月１日）。

（ ） 年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承

国では、 年東京オリンピック・パラリンピックを共生社会の実現に向け

た機会とするため、「心のバリアフリー」「ユニバーサルデザインの街づくり」

を二つの柱とする「ユニバーサルデザイン 行動計画」に基づいて、障がい

のある人の意見を取り入れた施設整備、「バリアフリー法」の改正等が行われ

てきました。こうした機運を一過性のものとすることなく、障がいのある人へ

の理解が一層進むよう、引き続き官民双方において、すべての人が暮らしやす

い社会の構築のための取組が求められています。

（ ）新型コロナウイルス感染症の拡大とその対応

令和２年１月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、国民生活に

様々な影響を及ぼし、障がいのある人等、脆弱な立場に置かれている人々に大

きな影響を与えています。

感染拡大防止措置により、地域の交流・見守りの場、相談支援を受ける機会

の喪失等が生じ、社会に内在していた孤独・孤立の問題も顕在化・深刻化しま

した。障がいのある人やその家族等に対しても、「孤独・孤立対策の重点計画」

（令和４年 月 日孤独・孤立対策推進会議決定）を踏まえた支援が必要とさ

れています。

また、障がいのある人にサービスを提供する事業者側でも、経営に影響が出

るなどの課題が生じています。さらに、感染症拡大防止のため身体的距離の確

保やマスク着用等の「新しい生活様式」の実践が求められる中、オンライン活



用の拡大等がアクセシビリティ向上等に寄与する一方で、コミュニケーション

方法の制約等が生じ情報取得等に困難を抱える人も多く見られました。令和５

年５月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平

成 年法律第 号）上の位置づけとしては５類感染症となりましたが、感染症

拡大時をはじめ、地震・台風等の災害発生時といった非常時においても、障が

いのある人やその家族等の抱える課題に留意しながら、必要な施策を展開する

必要があります。






